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はじめに

　国勢調査（2012年）によると近年、雇用者数に対する各雇用形態の占める
割合は、正規職員・従業員（68.2%）、派遣社員（2.5%）、パート・アルバイト
（29.3%）であり、非正規労働者の比率は、31.8%となっています。
　中でも、パートタイム労働者が占める割合が高く、パートタイム労働という
働き方が定着してきています。現在、企業においては、パートタイム労働者の
勤続年数の長期化や基幹的戦略として活用する動きが顕著に現れています。こ
うした中、2008年４月に「改正パートタイム労働法」が施行され、パートタイ
ム労働者の処遇改善や適正な雇用管理が強く求められています。
　しかし、実態は問題なしとは言えず、特に大分県は、99.8%が中小地場企業
であることもあり、労働相談センター等のパートタイム労働に関する相談件数
（アルバイト含む）は、横ばい傾向となっています。
　この要因は、パートタイム労働者（アルバイト含む）自身のパートタイム労
働に関する知識不足や企業の雇用管理が不十分であることが考えられます。今
後は、これに関わるトラブルを最小限におさえることと、問題発生後の早急な
対処策が重要です。

　一般社団法人大分県労働者福祉協議会（通称：大分県労福協）は、「ライフ
サポートセンター」で相談受付事業にあたっており、連合大分「なんでも労働
相談」とも連携した取り組みを行っています。

　この度、発行した「パートタイム労働ガイド」は、パートタイム労働者とし
て働いている方やこれから働こうとしている方に向けて作成したものです。
　働く皆様方に広く活用してもらえれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人 大分県労働者福祉協議会

 　　理事長　村　田　正　利
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〈本書使用上の留意点〉

【労基法】　　労働基準法

【労基則】　　労働基準法施行規則

【　法　】　　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

【　規　】　　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

【指　針】　 　事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措

置等についての指針

【均等法】　 　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律

【育介法】　 　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律

【基　準】　　有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
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Ⅰ．パートタイム労働者と労働法
1 パートタイム労働者とは（法２条）
　「パートタイム労働者」とは、パートタイム労働法でいう「短時間労働者」のこ
とをいい、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて、１週間の所定労働時
間が短い労働者を指します。労働時間の短さの程度は問いません。したがって、
パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員など、呼び名は違っていて
も前述の条件を満たせば、全て「パートタイム労働者」となります。

2 パートタイム労働法とは
　パートタイム労働法は、正しくは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法
律」といい、平成５年６月に制定されました。制定後10年を経過し、少子高齢化・
労働力人口減少社会においてパートタイム労働者の果たす役割の重要性が増大して
いることにかんがみ、平成19年５月にパートタイム労働法が改正され、平成20年４
月に施行されました。
　この法律は、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通
常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置を講じること
によって、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じてパート
タイム労働者が能力を有効に発揮できるようにし、パートタイム労働者の福祉の増
進を図ることを目的としています。
　また、この法律は、事業主の責務やパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関
する措置を定め、これらの適切かつ有効な実施を図るために別途「指針」などを定
めています。

■改正パートタイム労働法の概要（平成20年４月１日施行）
１　労働条件の文書受付・説明義務（４ページ参照）
　労働条件を明示した文書の交付等の義務化（違反の場合は過料あり）等
２　均衡のとれた待遇の確保の促進（20ページ参照）
　⑴�　「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する待遇の差別的取扱

いの禁止
　⑵�　すべての短時間労働者に対し、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確

保措置の努力義務化等
３　通常の労働者への転換の推進（21ページ参照）
　通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
４　苦情処理・紛争解決援助（21ページ参照）
　⑴�　苦情を自主的に解決するよう努力義務化
　⑵�　紛争解決援助の仕組みの整備
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3 パートタイム労働法が変わります（平成27年４月１日施行）
　平成27年４月１日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働
くことができるようにするため、パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律）や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
　主な改正のポイントは次のとおりです。

4 パートタイム労働者にも労働法は適用されます（指針第２の１）
　パートタイムで働く場合でも、原則として通常の労働者と同じように労基法、最
低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法などの労
働者保護法令が適用されます。また、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、
厚生年金保険法は、パートタイム労働者がその要件を満たしていれば適用されます。

Ⅱ．労働契約を結ぶとき
1 労働条件の書面による明示（労基法15条、労基則５条、法６条、規２条）
　パートタイム労働者を雇い入れる際に労働条件を口頭でしか説明しないために、

１　パートタイム労働者の公正な待遇の確保
　・�正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
　・�パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の

内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められ
るものであってはならない

２　パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
　　�パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容に

ついて、事業主が説明しなければならない
３　パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
　　�雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧

告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる

通常の労働者より労働時間が短い場合は、パートタイム労働法が適用されます

Q 　「パート」と「アルバイト」で違いはあるのですか。

A 　パートもアルバイトも、通常の労働者と比べて労働時間が短い場合は、
短さの程度にかかわらずパートタイム労働法でいう短時間労働者であ

り、違いはありません。ただし、会社によっては名称により労働条件が異なる
場合がありますので注意してください。また、実際「パート」で働いていて、
労働時間や職務が正社員とほとんど変わらないという例もありますので、労働
条件や処遇をよく確認してください。

ワンポイントＱ＆Ａ
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雇入れ後にトラブルが発生することが少なくありません。パートタイム労働者を雇
い入れるときには、労働条件に関する下記の⑴～⑹の事項を文書交付等により明示
しなければなりません（様式「労働条件通知書」は38ページ参照）
　ただし、これらの労働条件が労働契約の締結を書面で行うことや就業規則を交付する
ことによって明らかにされている場合は、労働条件通知書を交付する必要はありません。

2 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明（法13条）
　事業主は、雇入れ後にパートタイム労働者から求められたときは、待遇を決定す
るに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

3 就業規則の作成・変更時にはパートタイム労働者の意見を聴く努力を
　 （労基法89条、労基則６条の２第１項、法７条、指針第３の３⑴）
　パートタイム労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則
を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません（労基法89条）。就業規則
は通常の労働者ばかりでなく、パートタイム労働者も含む全ての労働者に適用され
ますので、それぞれに異なった事項がある場合には、就業規則の中に特別な規定を
盛り込むか、パートタイム労働者用の就業規則を作成する必要があります。
　パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成または変更する場合は、
パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければなりま
せん（法７条）。過半数を代表する者の要件は、⑴監督又は管理の地位にある者で

⑴　労働契約の期間
⑵　就業の場所及び従事すべき業務
⑶　始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
労働者を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑷　賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
⑸　退職（解雇の事由を含む。）
⑹　昇給・退職手当・賞与の有無

労基法15条
　使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他
の労働条件を明示しなければならない。（以下略）

説明義務が課せられる事項
　労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、
賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進す
るための措置
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ないこと、⑵就業規則の作成等についての意見聴取の対象者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙手等により選出された者であること（労基則６条の２
第１項）、です。また、事業主はパートタイム労働者が過半数を代表する者である
こと若しくは代表になろうとしたこと又は代表者として正当な行為をしたことを理
由に不利益な取扱いをしてはいけません（指針第３の３⑴）。

就業規則の周知義務（労基法106条1項、労基則52条の２）
　事業主は、以下のいずれかの方法で就業規則を労働者に周知しなければな
りません。
⑴　常に各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける。
⑵　書面を労働者に交付する。
⑶�　磁気ディスク等に記録し、かつ各作業場に労働者が記録の内容を常に確
認できる機器を設置する。

労基法89条
　常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業
規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更
した場合についても、同様とする。（以下略）

パートタイム労働者にも最低賃金法は適用されます
　事業主は、最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以
上の賃金を支払わなければなりません。これは、パート・アルバイトなどの
雇用形態にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。最低
賃金額は毎年改定されています。
　最低賃金には、各都道府県の全産業に適用される「地域別最低賃金」と、
特定の産業に適用される「産業別最低賃金」があります。

大分県（地域別）の法定最低賃金は、（平成26年10月４日～）

　　　    １時間あたり 677円 です
（注）一部の労働者については労働基準監督署へ届出をすれば例外扱いとなります。

毎年10月頃改定されますので注意してください。
産別（特別）最低賃金結審状況（2014年12月25日効力発生）

専門部会名 鉄鋼 非鉄金属 電気機械器具 自動車・船舶 各種商品小売 自動車（新車）
小売

時間額 817円 807円 735円 785円 704円 747円

誰でも
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Ⅲ．労働契約の終了・更新
1 法律上認められない解雇があります
　法律で、以下のような解雇は禁止されています。
◦労働者の国籍、信条などを理由とする解雇（労基法３条）
◦ 労働者が業務上災害で療養中の期間とその後30日間にする解雇、女性労働者が産

前産後休業中の期間とその後30日間にする解雇（労基法19条１項）
◦不当労働行為にあたる解雇（労働組合法７条１号）
◦性別を理由とする解雇（均等法６条４号）
◦女性労働者の結婚・妊娠・産前産後休業を申し出たこと、取得したことを理由と

働く前に労働条件を確かめましょう

Q 　実際に働き始めたら、契約時の労働条件と違うのですが。

A 　事業主にすぐに契約時の内容を再確認しましょう。労働条件と実際が
違っていた場合には契約を解除（退職）することもできます。そのまま

にしていると、実際の労働条件を承諾したとみなされてしまうこともあります。
（「労働条件通知書」様式は38ページ参照）

ワンポイントＱ＆Ａ

働く前に労働条件を確かめましょう

Q 　パートタイム労働者でも、賞与や退職金をもらうことができますか。

A 　就業規則や退職金規定で賞与や退職金を支給する旨の規定があるか、採
用の際の約束がある場合などは賞与や退職金を受け取ることができます。

また、改正パートタイム労働法（20年４月施行）では、賞与や退職金の有無に
ついて文書交付等で明示することが義務化されています。
⇒４～５ページ参照

ワンポイントＱ＆Ａ

★�最低賃金は「時間額」で表示されています。月給制、日給制、時間給制等
すべての給与形態に「時間額」が適用されます。
★次のものは最低賃金額に算入されません。
　①　精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　②　時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
　③　臨時に支払われる賃金
　④　賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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する解雇（均等法９条２項、３項）
◦育児・介護休業を申し出たこと、取得したことを理由とする解雇（育介法10条、16条）

2 解雇は自由にできるわけではありません
　上記に当てはまらない解雇の場合でも、解雇は自由にできるわけではありません。
以下の点に注意が必要です。
⑴　解雇予告（労基法20条及び21条）
　労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の
平均賃金を支払わなければなりません。試用期間中であっても、14日を超えて雇用
した場合には、この手続きが必要です。

⑵　合理的な理由（労働契約法16条及び17条）
　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして、無効です。
　期間の定めのある労働契約の場合は、やむを得ない事由がない限り、原則として
契約期間中に解雇することはできません。

⑶　整理解雇
　会社の経営状態が悪くなり人員整理をする場合、判例において以下の４要件が満
たされていることが必要とされています。
　① 　整理解雇の必要性：会社の維持・存続を図るために、整理解雇が必要かつ最

も有効な方法であること。
　② 　解雇回避の努力：新規採用の中止、希望退職の募集、一時帰休の実施など解

雇回避のために努力をしたこと。
　③ 　整理基準と人選の合理性：整理解雇の対象者を決める基準が合理的かつ公平

で、その運用も合理的であること。
　④ 　労働者との協議：解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分説

明し納得してもらう努力をしたこと。

労基法20条
　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分
以上の平均賃金を支払わなければならない。（以下略）
労働契約法16条
　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法17条
　使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇
することができない。（以下略）
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　有期労働契約（期間を定めて締結された労働契約）については、契約更新の繰
り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約を更新せずに
期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな
問題となっています。このため、このようなトラブルの防止や解決を図り、有期労
働契約の適正な運用を確保するため、厚生労働省では事業主が講ずべき措置につい
て次のように定めています。

1 契約締結時の明示事項（基準１条）
⑴ 　事業主は、有期労働契約を結ぶ労働者に対し、契約の締結時にその契約の更新

の有無を明示しなければなりません。
　具体的参考例
　・自動的に更新する
　・更新する場合があり得る
　・契約の更新はしない　等

⑵�　事業主が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対
して、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければなりません。
　具体的参考例
　・契約期間満了時の業務量により判断する
　・労働者の勤務成績、態度により判断する
　・労働者の能力により判断する
　・会社の経営状況により判断する
　・従事している業務の進捗状況により判断する　等

⑶ 　事業主は、有期労働契約の締結後に⑴又は⑵の判断基準を変更する場合には、
労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

2 雇止めの予告（基準２条）
　事業主は、契約締結時に、その契約を更新する又は更新する場合がある旨明示し
ていた有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約期間が満了する日の30
日前に、その予告をしなければなりません。

　

有期の労働契約を締結・更新するときの注意点をご存知ですか

対象となる有期労働契約
・労働契約を３回以上更新している場合
・�１年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約
を締結してから継続して通算１年を超える場合
・１年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

9



3 雇止め理由の明示（基準３条）
　事業主は、雇止めの予告をする場合に労働者が雇止めの理由について証明書を請
求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労
働者が請求したときも同様です。

労働契約期間について（労基法14条、137条）
　有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労基法は次のよ
うに定めています。
原則 上限３年 ただし、有期労働契約（その期間が１年を超えるものに限り

ます）を締結した労働者は、労働契約の初日から１年を経過
した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつ
でも退職することができます。

特例

上限５年 専門的な知識、技術又は経験であって高度なものとして厚生
労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働
者との間に締結される労働契約

上限５年 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
必要な期聞 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約（有期の建

設工事等）

〈雇い止めとは〉
　期間の定めのある労働契約で、期間満了をもって（労働者は更新を希望し
ながらも、使用者の一方意志のみで）労働契約を終了させることをいいます。

会社は自由に解雇できるわけではありません

Q 　契約期間の途中で「辞めてくれ」と言われてしまいました。

A 　契約期間の定めがあるものは、解約について特約がない限り、勝手にそ
の期限満了前に契約を解約することはできません。これは、労働者や使

用者を問わず同じです。どうしても契約を続けられない「やむを得ない事情」が
ある場合に限って中途解約が認められますが、その解約理由が一方の過失によっ
て生じたときには、相手方に対して損害賠償の問題が生じることもあります。

ワンポイントＱ＆Ａ
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Ⅳ．パートタイム労働者と労働時間・時間外労働
1 労働時間と割増賃金（労基法32条、36条１項、37条）
※ 　労働基準法の一部改正（平成22年４月１日施行）により、時間外労働の割増賃

金率等が変更されました。詳細は、13ページをご参照下さい。

　事業主は、労働者を原則として週
40時間、１日８時間を超えて働かせ
てはなりません。この時間を超えて
労働者を働かせる場合には、事業主
は、あらかじめ過半数を代表する者
（労働者の過半数で組織する労働組
合がある場合はその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がな
い場合は過半数を代表する労働者）
と協定を結び、労働基準監督署に届
け出なければなりません。
　法定労働時間を超えて労働させる
場合、①月60時間までの時間外労働
については通常の賃金の２割５分以上、②月60時間を超える時間外労働については
５割以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、法定休日に労働させる場
合には３割５分以上、深夜労働の場合には２割５分以上の割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。なお、②の部分については、労使協定により、割増賃金の支払いに
代えて代替休暇を付与することもできます。

2 労働時間と労働日はパートタイム労働者の事情を十分に考慮して（指針第３の１⑴）
　パートタイム労働者の多くは、仕事と家庭を両立させるため、自分の都合に合う
時間等を考え勤務しています。したがって、労働時間や労働日を定めたり、または

無期労働契約への転換

Q 　有期契約の無期契約への転換を申込むための条件は何ですか。

A 　平成25年４月１日以降に締結する有期労働契約について、労働契約が反
復更新され、通算で５年を超える場合は、労働者の申込みにより無期労

働契約に転換されます。
　有期契約と次の有期契約との間に、６か月以上の空白区間（クーリング）があ
るときは、それ以前の契約期間は通算期間にカウントされません。

ワンポイントＱ＆Ａ

残業時間

所定労働時間が法定労働時間より短いケース（１日６時間）

６時間

所定労働時間（休憩時間は除く）

２時間２時間
法定内

時間外労働

900円
 ×

２時間

割増賃金なし

法定
時間外労働

900円
 ×

２時間
×

1.25

割増賃金
25%以上

時合900円の場合の試算
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変更したりする時は、そのパートタイム労働者の事情を十分に考慮するように努め
ましょう。
　また、できる限り所定労働時間を超えたり、所定労働日以外の日に労働をさせた
りしないように努めましょう。例外的に労働をさせることがある場合には、雇入れ
の際に、所定労働時間を超えて、または所定労働日以外の日に労働させることがあ
ることや、その程度について明示するように努めましょう。

3 『短時間雇用管理者』の選任（法15条、指針第３の４）
　事業主は常時パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに「短時間雇用
管理者」を選任し、次の⑴⑵の事項を担当させるように努めましょう。また、選任
したときはその氏名を事業所の見やすい場所に掲示する等により、周知させるよう
に努めましょう。短時間雇用管理者は、事業所の人事労務管理責任者（例：人事部
課長）が望ましいでしょう。
⑴ 　パートタイム労働法、指針に定める事項その他のパートタイム労働者の雇用管

理改善に関して、事業主の指示に基づき必要な措置を検討・実施すること
⑵ 　パートタイム労働者の労働条件等に関し、パートタイム労働者からの相談に応

じること
　なお、短時間雇用管理者の選任及び変更の際には、大分労働局雇用均等室に届け

出るようにしましょう。

労基法32条
①�　使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。
②�　使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日に
ついて８時間を超えて、労働させてはならない。

労基法36条
　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁
に届け出た場合においては、第32条から第32条の５まで若しくは第40条の労
働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところに
よって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。（以下略）
労基法37条
　使用者が、第33条又は前条第１項の規定により労働時間を延長し、又は休
日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通
常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら
ない。（以下略）

12



　長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的
とする「労働基準法の一部を改正する法律」が、平成20年12月12日に公布され、平
成22年４月１日から施行されました。改正ポイントは、以下のとおりです。

1 時間外労働の割増賃金率が引き上げられました（中小企業については当分の間、適用が猶予）
⑴　１か月に60時間を超える時間外労働を行う場合…50%以上（労基法37条１項）
⑵ 　引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度（代替休暇）を設け

ることができます（労基法37条３項）。
　事業場で労使協定を締結すれば、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労
働者に対して、改正法による引上げ分（25%から50%に引き上げた差の25%分）の
割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。ただし、中小企
業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予され、施行から３年経過
後に改めて検討することとされています（労基法138条）。

2 割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されました（企業規模に関わらず適用）
⑴　限度時間（１か月45時間）を超える時間外労働を行う場合…25%を超える率
　 　「時間外労働の限度基準」の改正（平成21年厚生労働省告示第316号：限度基準

告示）により、１か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ
労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。

　加えて、
　① 　特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する

労働基準法の改正について（平成22年４月１日施行）

１か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保する
ため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇（代替休暇）を付与すること
ができます。

1.50

1.30
1.25

1.00

（例）

割増賃金率

時間外労働なし 限度時間
（月45ｈ等）

0ｈ 60ｈ 80ｈ

１か月に80時間の法定時間外労働を行った場合

※

休暇に代替で
きる部分

休暇に代替で
きない部分
（必ず金銭で
支払う部分）

※この部分も労使協定に
より代替休暇の対象と
することが可能です。

法廷時間外
労働時間数
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割増賃金率も定め
ること

　② 　①の率は法定割
増賃金率（25%）
を超える率とする
ように努めること

　③ 　月45時間を超え
る時間外労働をで
きる限り短くする
ように努めること
が必要です。

3 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました
　 （企業規模に関わらず適用）（労基法39条４項）
⑴　改正前は、年次有給休暇は日単位で取得することとされていましたが、事業場

で労使協定を締結すれば、１年に５日分を限度として時間単位で取得できるよう
になりました。

⑵　年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由
に選択できます。

※ 　所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締
結すれば、時間単位で取得できます。

Ⅴ．パートタイム労働者と年次有給休暇
 パートタイム労働者の年休（労基法39条、労基則24条の３）
　労働基準法の定めるところにより、パートタイム労働者に対しても年次有給休暇
の制度は適用されます。
　パートタイム労働者であっても、６か月間継続勤務し、決められた労働日数の８割
以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければなりません。１回の労働契約期間は短
くても、労働契約を更新して通算６か月以上継続して働くようになった場合も同様です。
　また、事業主は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければなりませ
ん。ただし、会社の事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、年次有給休暇を他

労働者の年次有給休暇の付与日数

５日分以内

１時間×８などに分割

時間単位年休の仕組み
事業場で労使協定を締結すれば、
分割して時間単位で取得可能

（参照：厚生労働省ホームページ）

月の時間外
労働時間数

【改正前】

大企業 中小企業 大企業 中小企業

【平成22年４月～】

50％
（法律）

25％
（法律）

25％
（法律）

25％
（法律）

25％
（法律） 25％を超える率

（限度基準告示）

60時間

45時間

時間外労働に対する割増賃金率の仕組み
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の時季に変更することができます（時季変更権）。
　年次有給休暇の付与日数は、週所定労働時間や週または年間の所定労働日数によ
り、次のように定められています。

⑴　週所定労働時間が30時間以上の場合
　通常の労働者と同じ日数を与えることとなっています。

⑵　週所定労働時間が30時間未満の場合
　① 　所定労働日数が週５日以上（週以外の期間によって労働日数を定めている場

合は年間217日以上）の場合は、通常の労働者と同じ日数を与えることになっ
ています。

　② 　所定労働日数が週４日以下（週以外の期間によって労働日数を定めている場
合は年間216日以下）の場合は、１週間または１年間の所定労働日数に応じて、
年次有給休暇を比例付与することになっています。

年次有給休暇の付与日数

　年次有給休暇の時効は、付与日から起算して２年です。年次有給休暇をその年度
内に全部取得しなかった場合、残りの休暇は翌年度に限り取得することができま
す。ただし、退職日以降に取得することはできません。

週 所 定
労働時間

週 所 定
労働日数

１年間の所定労
働日数（週以外
の期間によって
労働日数が定め
られている場合）

雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分
に応ずる年次有給休暇の日数

30時間以上

30時間未満

５日以上
４日
３日
２日
１日

217日以上
169日～ 216日
121日～ 168日
  73日～ 120日
    48日～ 72日

６か月 １年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月
以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日
５日 ８日 ９日 10日 11日
３日 ４日

６日
５日 ６日 ７日

１日 ２日 ３日

労基法39条
　使用者は、その雇入れの日から起
算して６箇月間継続勤務し全労働日
の８割以上出勤した労働者に対し
て、継続し、又は分割した10労働日
の有給休暇を与えなければならない。
（以下略）

年次有給休暇整理簿〈例〉

氏　名 入社
年月日

付与
年月日

付与
日数

前年繰
越日数

取得日

１ ２ ３ ４
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Ⅵ．パートタイム労働者と健康診断
 健康診断の実施（労働安全衛生法66条）
　事業主は、パートタイム労働者に対し、労働安全衛生法の定めるところにより健
康診断を実施しなければなりません。一般健康診断を実施することが必要なパート
タイム労働者とは次の２つの要件を満たす者です。

⑴ 　期間の定めのない労働契約により雇用される者、または期間の定めのある労働
契約により雇用される者であって、契約期間が１年以上（特定業務に従事する場
合は６か月以上）である者、契約更新により１年以上雇用されることが予定され
ている者・雇用されている者

⑵ 　１週間の所定労働時間が同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労働
者に比べて４分の３以上である者（所定労働時間が通常の労働者の４分の３未満
であっても概ね２分の１以上であれば一般健康診断を実施することが望ましいも
のとされています。）

勤続６か月を過ぎれば年次有給休暇の付与対象となります

Q 　３か月契約のパートですが、有給休暇をもらうことができますか。

A 　１回の契約期間が６か月以下の場合でも、契約を更新して６か月を超え
て雇用関係が続く場合には、出勤日の８割以上出勤していれば有給休暇

を取得できます。

ワンポイントＱ＆Ａ

実施しなければならない主な健康診断
　①�　常時雇用するパートタイム労働者に対する雇入時健康診断、定期健康

診断（１年以内ごとに１回）
　②�　深夜業等に常時従事するパートタイム労働者に対する健康診断（配置

転換時及び６か月以内ごとに１回の定期健康診断）
　③�　一定の有害業務に常時従事するパートタイム労働者に対する特殊健康

診断
　④　その他必要な健康診断
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Ⅶ．働く女性に関する法律
1 女性労働者に関する規定（労基法、均等法）
　女性労働者に関して、労基法・男女雇用機会均等法は母性保護等の規定を設けて
います。この規定はパートタイム労働者であっても適用されます。
⑴　産前産後休業（労基法65条）
⑵　育児時間（労基法67条）
⑶　生理休暇（労基法68条）
⑷　妊産婦等の危険有害業務の就業制限（労基法64条の３）
⑸　妊産婦の変形労働時間制・時間外・休日労働・深夜業の制限（労基法66条）
⑹　妊産婦の通院時間確保、通勤緩和など（均等法12条、13条）

2 男女雇用機会均等法の趣旨
　男女雇用機会均等法では募集・採用から定年・退職・解雇まで、雇用の場におけ
る男女双方に対する差別を禁止しています。この法律の目的は次のとおりです。
　①　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る
　② 　女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を

推進する
　また、同法ではセクシュアルハラスメントについての事業主の措置義務が規定さ
れています。問題が発生する前に、セクシュアルハラスメントに関する事業主の方
針の明確化、社内への周知・啓発、相談窓口の設置など体制を整備することが大切
です。
　また、問題が発生したときは、迅速かつ適切に対応することが求められます。

職場におけるセクシュアル・ハラスメント
～問題を起こさない職場環境づくりが重要です～

　職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、職場の内外において行われる、他
の者を不快にさせる性的な言動のことをいいます。「性的な言動」をどのように受け
止めるかは、個人間あるいは男女間で差がありますが、原則的には受け止めた本人が
セクシュアル・ハラスメントであると判断すれば、その言動はセクシュアル・ハラス
メントにあたります。
　事業主は、職場においてセクシュアル・ハラスメントが起きないように、雇用管理
上必要な措置を講じなければなりません。また労働者も、不快な場合ははっきりと意
思表示をし、いざ問題が起こったときには、職場の「相談窓口」や信頼のおける同僚・
上司に相談するなどしましょう。社内で相談したが事態が改善されない場合や、相
談する相手が社内にいない場合には、労働相談窓口（34ページ参照）にご相談くだ
さい。

注 意 点
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Ⅷ．育児休業、介護休業
 育児休業・介護休業に関する制度等（育介法）
　パートタイム労働者にも、育児・介護休業法の定めるところにより、次の措置を
講じなければなりません。全ての措置について、男女労働者が対象となります。
　また、一定範囲の有期契約労働者も育児・介護休業の対象となり、子の看護休暇や
介護休暇についても対象です（日々雇用されるものを除く。以下⑴～⑺について同じ）。
注 　育介法の一部改正（一部を除き平成22年６月30日施行、平成24年７月１日全面

施行）により、育児休業・子の看護休暇等の制度が見直されました。

⑴　育児休業
　育児休業は、労働者が事業主に申し出ることにより、子が１歳に達するまで（両
親ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間に１年間）
の間（子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が１歳６か
月に達するまで）、育児休業をすることができます（育介法５条、９条）。
　※ 　パートタイム労働者についても、期間の定めのない労働契約で働いている場

合や、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合に
は対象となります。また、期間を定めて雇用されていても、申出時点において
①、②の要件をいずれも満たす場合については対象となります。

　　①　同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること
　　② 　子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

（子が１歳に達する日から１年を経過する日までに雇用関係が終了すること
が申出時点において明らかである者を除く）

⑵　介護休業
　介護休業は、労働者が事業主に申し出ることにより、要介護状態にある家族（配
偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄
弟姉妹及び孫）１人につき、常時介護を必要とする状態ごとに１回、通算して93日
まで介護休業を取得することができます（育介法11条、15条）。
　※ 　介護休業についても育児休業と同様の考え方でパートタイム労働者も対象と

なります。

⑶　子の看護休暇
　小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、小学校就
学前の子が１人であれば年５日まで、２人以上であれば年10日まで、病気・けがを
した子の世話のためのみならず、子に予防接種または健康診断を受けさせるために
も、休暇を取得することができます。
　パートタイム労働者についても期間の定めの有無に関わらず看護休暇の対象とな
ります（育介法16条の２）。
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⑷　介護休暇
　要介護状態にある家族の介護を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要
介護状態にある家族が１人であれば年５日まで、２人以上であれば年10日まで、介
護休暇を取得できます（育介法16条の５）。　　　　〈パートタイマー労働者も適用〉

⑸　勤務時間短縮等の措置
　事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業をしない者（育児休
業取得済みで現在育児休業をしていない者も含む）について、労働者の申出に基づ
き短時間勤務（１日原則６時間）の措置を講じなければなりません。
　また、事業主は、常時介護を必要とする状態にある家族の介護を行う労働者で介
護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければなりません
（育介法23条）。
　短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ下げ、介護費
用の援助措置。　　　　　　　　　　　　　　　　〈パートタイマー労働者も適用〉

⑹　育児のための所定外労働の免除
　事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間
を超えて労働させてはなりません（育介法16条の８）。

〈パートタイマー労働者も適用〉

⑺　時間外・深夜業の制限
　事業主は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある家族を介護する労
働者が請求した場合は、時間外労働を制限（上限：月24時間、年150時間）しなけ
ればならず、また深夜において労働させてはなりません。
　パートタイム労働者についても期間の定めの有無にかかわらず対象となります
（育介法17条、18条、19条、20条）。
　※ 　１週間の所定労働日数が２日以下の労働者は対象外（育介則31条の３、31条

の12）。

⑻　父親の育児休業取得促進
　① 　父母ともに育児休業を取得した場合、育児休業（上限１年間）の取得可能期

間が、子が１歳２か月に達するまでの期間に延長されました。（「パパ・ママ育
休プラス」）

　② 　出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合、２度目の育児休業取得
が可能になりました。

　③ 　配偶者が専業主婦（夫）であれば労使協定により労働者の育児休業の申出を
拒否できる制度を廃止しました。
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Ⅸ．賃金、教育訓練、福利厚生
　パートタイム労働法は、パートタイム労働者の待遇について、通常の労働者との
均衡を考慮しつつ、その働き・貢献に見合った公正な待遇を図るための措置を講じ
るよう規定しています。

1-1 『通常の労働者と同視すべきパート労働者』の差別的取扱いの禁止（法８条）
　次の３つの要件を満たすパートタイム労働者は、すべての待遇について、パート
タイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
　① 　職務（業務の内容と責任の程度）が同じである
　② 　人材活用の仕組みや運用（人事異動の有無や範囲）が全雇用期間を通じて同

じである
　③ 　契約期間が無期、あるいは反復契約により実質的に期間の定めのない労働契

約である

1-2 上記以外のパートタイム労働者の待遇については…
⑴　賃金、賞与、役付手当等は通常の労働者との均衡を考慮（法９条）
　事業主は、パートタイム労働者の賃金を決定する際、通常の労働者との均衡を考
慮しつつ職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決めるよう努めなけれ
ばなりません。
　さらに、通常の労働者と職務及び一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、そ
の同一である一定の期間は、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定するよう努め
なければなりません。

⑵　教育訓練の実施（法10条）
　事業主は、通常の労働者と職務が同じパートタイム労働者に対して、職務遂行に
必要な能力を付与する教育訓練を通常の労働者と同様に実施しなければなりませ
ん。これ以外のパートタイム労働者に対しては、通常の労働者との均衡を考慮しつ
つ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて教育訓練を行うよう努めなけ
ればなりません。

パートタイム労働者も産前産後休業、
育児・介護休業等を取得できます

　労働基準法で定められている産前・産後の休業、育児時間等は、パートタイム労働
者を含むすべての女性労働者に適用されます。
　育児・介護休業法で定められている育児・介護休業、子の看護休暇や介護休暇は、
一定範囲のパートタイム労働者についても、原則として男女ともに適用されます。
⇒18ページ参照

注 意 点
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⑶　福利厚生施設の利用（法11条）
　事業主は、健康の保持や業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設（給食施設、休
憩室、更衣室）について、パートタイム労働者に利用機会を与えるよう配慮しなけ
ればなりません。

2 通常の労働者へ転換するチャンスを（法12条）
　事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講じな
ければなりません。

3 パート労働者からの苦情申出への対応（法19条、21条、22条）
　パートタイム労働者から待遇等に関する苦情の申出を受けたときは、事業所内で
自主的な解決を図るように努めることとされています。また、紛争解決援助の仕組
みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、均衡待遇調停会議による調
停の対象となっています。

　また、事業主はパートタイム労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由に解雇
その他の不利益な取扱いをすることはできません。

※ 平成27年４月１日にパートタイム労働法の改正法が施行されます。詳しくは30
ページ参照

講じる措置
①�　通常の労働者の募集の際は、その募集内容を既に雇っているパート労働
者に周知する。
②�　通常の労働者のポストを社内公募する際は、パート労働者に対しても応
募機会を与える。
③�　パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制
度を導入する。
④　その他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講じる。

対象となる苦情・紛争
　労働条件の明示、待遇に関する説明、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生
施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
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パートタイム労働者の待遇（20ページ　1-1.及び1-2）

Ⅹ．パートタイム労働者と労働保険（雇用保険・労災保険）
1 雇用保険の適用手続き（雇用保険法）
適用要件
　雇用保険の被保険者に該当するパートタイム労働者については、雇用保険法の定
めるところにより適用手続をとることが必要です。雇用形態に関係なく、次の２つ
の要件を満たす場合には雇用保険の被保険者になります。

適用区分
（65歳以上の方は、65歳前から引き続き同一の事業主に雇
用されている方に限り、高年齢継続被保険者となります。65
歳以降に新たに雇用された方は被保険者とはなりません。）

※雇用保険料率・一般の事業……… 13.5/1000（事業主負担   8.5/1000、 労働者負担 ５/1000）
　　　　　　　・農林水産・清酒製造事業 … 15.5/1000（事業主負担   9.5/1000、 労働者負担 ６/1000）
　　　　　　　・建設の事業……… 16.5/1000（事業主負担  10.5/1000、 労働者負担 ６/1000）

（平成26年度概算保険料の計算に使用）（平成24年４月１日改定）

【パートタイム労働者の態様】
通常の労働者と比較して、 賃 金 教 育 訓 練 福 利 厚 生

職務の内容
（業務の内
容及び責任）

①通常の労働者と同視すべき
パートタイム労働者

②通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕
組みや運用などが同じパートタイム労働者

人材活用の仕
組みや運用な
ど（人事異動
等の有無及び
範囲）

職務関連賃金
•基本給
•賞与
•役付手当等

同じ 全雇用期間を
通じて同じ

無期or反復更
新により無期
と同じ

同じ 一定期間は
同じ -

③通常の労働者と職務の内容が同じ
パートタイム労働者
同じ 異なる -

④通常の労働者と職務の内容も異なる
パートタイム労働者
異なる - -

左以外の賃金
•退職手当
•家族手当
•通勤手当等

職務遂行に必
要な能力を付
与するもの

左以外のもの
（キ ャ リ ア
アップのため
の訓練など）

•給食施設
•休憩室
•更衣室

左以外のもの
（慶弔休暇、
社宅の貸与
等）

契約期間

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

□ - ○ △ ○ -

△ - ○ △ ○ -

△ - △ △ ○ -

（講じる措置）
◎…パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止　　○…実施義務・配慮義務
□…同一の方法で決定する努力義務　　△…職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務

雇用保険の適用基準
・１週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

65歳未満
一般被保険者

65歳以上
高年齢継続被保険者
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給付内容
　所定給付日数
　 　受給資格がある方で、被保険者であった期間及び離職理由等により以下の表の

とおりになっています。
　　①　一般の受給資格者（定年・自己都合等）　②　障害者等の就職困難者

　③ 　特定受給資格者（倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく
離職を余儀なくされた方）

　　 　一部の特定理由離職者（期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
等により離職された方）

　　※　特定理由離職者は離職日が平成26年３月31日までの方が対象となります。

所定給付日数は、離職時の年齢により異なります。
※１　「倒産、解雇等による離職者」（特定受給資格者）にあたるかどうかの判断は、ハローワー

クが行います。
※２　期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより

離職した者（更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立しなかった場
合に限定）について、該当する場合があります。該当するかどうかの判断は、ハローワーク
が行います。

　　④　障害者、高年齢者（65歳以上で離職）別に定められています。

　失業給付を受けるための雇用保険加入期間
　　 　離職日以前の２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上

あり、かつ、雇用保険加入期間が通算12か月以上あること。なお、倒産・解雇
等により離職した場合は離職日以前の１年間に賃金支払基礎日数11日以上の月
が６か月以上あること（労働契約が更新されなかったために離職した有期契約
労働者についてもこちらに該当する場合があります。）。

65歳未満

10年未満

90日

10年以上
20年未満
120日

20年以上

150日
45歳未満
45歳以上65歳未満

１年未満
150日
150日

１年以上
300日
360日

１年未満 １年以上
5年未満

５年以上
10年未満

10年以上
20年未満 20年以上

90日

90日
90日
90日
180日
150日

120日
180日
180日
240日
180日

30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

180日
210日
240日
270日
210日

-
240日
270日
330日
240日

年齢
被保険者であった

期間
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　給付率及び日額
　　 　基本手当日額は、原則として離職前６か月の賃金を平均した１日分の45 ～

80％を乗じて得られる額であり、以下の表のとおり下限額と、年齢区分により
上限額が定められています。

　　《下限額》（平成26年８月１日現在）　　《上限額》（平成26年８月１日現在）

雇用保険加入の手続
　まず事業主が事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険適用事業所設
置届」を提出します。
　雇用保険被保険者を雇用した場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しま
す。対象となる労働者が退職した場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」、「雇用保
険被保険者離職証明書」を提出します。

2 労災保険
　労災保険とは労働者が業務上の災害や通勤による災害をうけた場合に被災労働者
や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。この労災保険と雇用保険
をあわせて労働保険といいます。一般的にはこの２つの保険にかかる保険料の申
告・納付等は一括して行われています。
※　労災保険料率　全額事業主負担　３/1000～89/1000（業種等により異なります）

（平成24年４月１日改定）

～ 30歳未満
30歳以上～ 45歳未満
45歳以上～ 60歳未満
60歳以上～ 65歳未満

12,780円
14,200円
15,610円
14,910円

年齢区分 賃金日額
6,390円
7,100円
7,805円
6,709円

基本手当日額
2,300円
賃金日額

1,840円
基本手当日額

Q 　通勤途中のケガにも労災保険は適用されますか。

A 　事故時の通勤経路と方法が合理的なものと認められれば、給付の対象と
なります。

ワンポイントＱ＆Ａ

パートタイム労働者にも労災保険が適用されます。
また、一定の要件を満たせば雇用保険の加入対象となります

　労災保険は、パートタイム労働者を含むすべての労働者が対象になります。
　業務災害に係る保険給付の種類としては、① 療養補償給付、② 休業補償給付、③ 
障害補償給付、④ 遺族補償給付、⑤ 葬祭料、⑥ 傷病補償年金、⑦ 介護補償給付が
あります。
　雇用保険については、一定の要件を満たせばパートタイム労働者も対象になります。

注 意 点
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Ⅺ．パートタイム労働者と社会保険（健康保険・厚生年金保険）
 社会保険（健康保険、厚生年金保険）の加入手続き
　全ての法人事業所と、農林水産業など一定の業種を除き常時５人以上の労働者を
雇用する個人事業所は、強制適用事業所となり、そこで働く労働者は原則として被
保険者となります。

　厚生労働省では、パートタイム労働者については、次の２つの要件を満たす場合
は被保険者とするのが妥当であるとしています。また、健康保険の適用除外規定が
あり、例えば、契約期間が２か月以内の労働者は除外されますが、その期間を超え
て引き続き雇用すれば対象者となります。

　なお、被保険者が育児休業を取得する場合は、年金事務所に申請することで、本
人分・事業主分共に休業中の社会保険料が免除されます。
　また、パートタイム労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者とならず、かつ
その配偶者が被保険者となっている場合、原則として、パートタイム労働者の年収
が130万円未満であれば、健康保険は被扶養者扱い、国民年金は第３号被保険者（本
人負担なし）となります。
　年収が130万円以上であれば、国民健康保険の被保険者、国民年金の第１号被保
険者となります。

健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所
・全ての法人の事業所
・�製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、清掃業、
物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、教
育研究調査業、医療保健事業、通信報道業、社会福祉事業を行い、常時５
人以上の従業員を使用する事業所

被保険者の資格要件
①�　１日又は１週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う通常の
労働者の所定労働時間の概ね４分の３以上あること。
②�　１か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者
の所定労働日数の概ね４分の３以上あること。
　※�　以上はあくまでも一つの目安であり、これらの基準に該当しない場合

であっても、総合的に判断して常用的使用関係があると認められる場合
は、対象者となります。
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社会保険の適用要件（パートタイム労働者の配偶者が雇用されている場合）

（注１） 保険者が労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して、常用的使用
関係が認められれば、社会保険が適用されます。

（注２） 認定対象者が60歳以上の者である場合（医療保険のみ）、または、おおむね厚生年金保険
法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合。

※　厚生年金保険料

　厚生年金保険料率は平成26年９月現在のものです。平成16年10月以降毎年0.354%
引上げられ、平成29年度以降18.3%となる予定です。

所定労働
時間

年 収

医療保険

年 金

１日または１週間の
所定労働時間および
１月の所定労働日数
が通常の就労者のお
おむね４分の３以上
である者（注1）

健康保険等被用者保
険の被保険者

厚生年金保険等被用
者年金保険の被保険
者（国民年金の第２
号被保険者）

（家族が健康保険等
被用者保険に加入し
ていない場合）国民
健康保険の被保険者

（配偶者が厚生年金
保険等被用者年金保
険の被保険者でない
場合）国民年金の第
１号被保険者

国民健康保険の
被保険者

国民年金の第１
号被保険者

（家族が健康保険等
被用者保険に加入し
ている場合）健康保
険等被用者保険の被
扶養者

（配偶者が厚生年金
保険等被用者年金保
険の被保険者の場
合）厚生年金保険等
被用者年金保険の被
扶養配偶者（国民年
金の第３号被保険
者）

１日または１週間の所定労働時間もしくは１月の所定労働
日数が通常の就労者のおおむね４分の３未満である者（注
１）

原則として年収が130万円（180万円（注
２））未満

原則として年収
が130万円(180
万円（注２））以
上

資
格
用
件

適

用

保険料月額（一般被保険者）
賞与に係る保険料（一般被保険者）

標準報酬月額の17.474％（労使折半）
標準賞与額の17.474％（労使折半）

労働時間が通常の労働者の４分の３以上の方は常用労働者とみな
され、健康保険・厚生年金保険の加入義務があります。
なお、改正法の内容に留意する必要があります（27ページ参照）

　健康保険の給付は、次の場合に本人やその被扶養者の家族に対して行われます。
　①　病気やケガをしたとき（療養の給付＝治療など）
　②　病気やケガのため働けないとき（傷病手当金〈本人のみ〉）
　③　出産をしたとき（出産育児一時金）
　④　出産のため休職したとき（出産手当金〈本人のみ〉）
　⑤　死亡したとき（埋葬料・埋葬費）

注 意 点
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　被用者でありながら被用者保険の恩恵が受けられない非正規労働者に社会保険を
適用し、セーフテイネツトを強化することで、社会保険における“格差”を是正する
こと等を目的として、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のため
の国民年金法等の一部を改正する法律案」が、平成24年８月10日可決・成立、８月
22日公布されました（法律第62号）。
　パートタイム労働者への社会保険の適用拡大については、平成28年10月１日に施
行されます。
　改正法の内容は次のとおりです。

※ 平成28年10月から適用、施行３年後に検討を加え、その結果に基づき必要な措置
を講じる。

※現行の適用基準で適用となる被保険者数で算定

　厚生年金保険の給付は、次の場合に本人（③死亡したときについては一定の条件を
満たしている遺族）に対して行われます。
　①　老齢になったとき（老齢厚生年金）
　②　障害が残ったとき（障害厚生年金、障害手当金）
　③　死亡したとき（遺族厚生年金）

Q 　パートタイム労働者が健康保険等で配偶者の扶養に入る要件は何ですか。

A 　常用労働者とみなされず、かつ年収が130万円未満の場合には、配偶者
の被扶養者となります。130万円以上の場合、国民健康保険・国民年金

の被保険者となります。
⇒25ページ参照

ワンポイントＱ＆Ａ

パートタイム労働者への社会保険（厚生年金、健康保険）の適用
拡大に関する法律が改正されました

対 象 労 働 者 対象企業
従業員数勤務期間収 入労働時間

週20時間以上

週30時間以上

月収8.8万円以上
（年収106万円以上）

年収130円万以上

1年以上

規定なし

501人以上※

規定なし

新制度

現 行
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現在の適用の要件、適用拡大で加入する制度の変化のイメージ

（参考：厚生労働省ホームページ）

Ⅻ．パートタイム労働者と労働組合
1 だれでも労働組合に加入できます
　労働者であればだれでも労働組合を結成したり、加入することができます。
　正社員だけでなく、パートタイマー、契約社員、派遣労働者などの非正規労働者
でも、自由に労働組合を作ったり、加入することができます。

2 「労働組合」とは…
　労働者自らの生活を守るために、労働条件について使用者と交渉したり、その団
体行動を行うために、労働者が自主的に組織した団体のことです。

医療保険：
国民健康保険被保険者

年金：
第１号被保険者

医療保険：
健康保険の本人

年金：第２号被保険者

医療保険：
国民健康保険被保険者　または　健康保険の被扶養者

年金：
第１号被保険者　または　第３号被保険者

医療保険：国保または
健保被扶養者
→健康保険の本人へ

年金：１号または３号
→第２号被保険者へ

適用拡大
（
年
収
）

130万円

106万円
（月収　
8.8万円）

正社員の1/2
（週20時間）

正社員の3/4
（週30時間）

（週所定労働時間）

労働組合

労働者
労働者

労働者

職場改善 提案事項

雇用改善 団体交渉
使用者
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3 労働組合の役割
― 働く人が自分の身を守るために、安心して働くために ―
　労働条件・賃金・雇用などの問題を一人ひとりがバラバラに会社に要求しても、
なかなか改善には結びつきません。それに、一人で会社に要求するのはとても勇気
がいることです。労働組合があれば、職場のさまざまな問題を会社側と対等な立場
で交渉する権利が保障されます。
　健全な労使関係を築き、組合の要求を一つひとつ実現させて、安心して働けるよ
り良い職場環境をつくり、企業や団体の健全な発展に努めることが労働組合の役割
です。

4 労働三権（憲法で保障された権利）
　労働組合の権利は憲法で保障されており、誰でも労働組合をつくれますし、加入
することができます。また憲法の中で労働者が労働条件について使用者（会社）と
対等な立場に立って交渉できるよう、労働者に「労働三権」（団結権、団体交渉権、
団体行動権）が保障されています。これはＮＰＯや市民団体などには認められてお
らず、労働組合のみに与えられている権利です。

5 労組の種類：企業別組合と合同労組
【企業別労働組合】　会社ごとにつくられた組合。
【合　同　労　組】　会社を超えて地域や業種別につくられた組合。
　　　　　　　　　 一人でも加入できます。
　　　　　　　　　 （例）全国ユニオン、連合ユニオン、地域労組など
　企業別組合でも合同労組でも労働組合法などで保障されている労働組合としての
権利は同じです。

労働組合はパートタイム労働者でも結成・加入できます

Q 　会社に労働組合がないのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 　労働組合は、２人以上の労働者が集まれば、いつでも結成できます。パー
トタイム労働者だけで労働組合を結成することもできます。また、勤め

先に関係なく１人でも加入できる合同労働組合（ユニオン）に加入する方法も
あります。

ワンポイントＱ＆Ａ

憲法第28条で保障されている働く者の３つの権利「労働三権」
①団　結　権：労働組合を結成するなど労働者が団結する権利
②団体交渉権：働く条件等について労働者が使用者側と交渉（話し合い）する権利
③団体行動権：労働者の要求実現のため、団体で行動（ストライキ）を行う権利（争議権）
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　平成27年４月１日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働
くことができるようにするため、パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律）や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
　主な改正のポイントは次のとおりです。

１　パートタイム労働者の公正な待遇の確保
（１）正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
　　　〈法第９条〉
　 　有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用

の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止されます。

１　パートタイム労働者の公正な待遇の確保
　・�正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
　・�パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の

内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められ
るものであってはならない

２　パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
　　�パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容に

ついて、事業主が説明しなければならない
３　パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
　　�雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧

告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる

パートタイム労働者とは
◆�パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者（短時間労働者）とは、「１
週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労
働時間に比べて短い労働者」のことです。
◆�「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっ
ていても、上記の条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」として、パートタ
イム労働法の対象となります。
◆�フルタイムで働く人は、「パート」などのような名称で呼ばれていてもパートタイ
ム労働法の対象とはなりませんが、事業主はこれらの人についてもパートタイム
労働法の趣旨を考慮する必要があります。

パートタイム労働法が変わります
（平成27年４月１日施行）
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（２）「短時間労働者の待遇の原則」の新設
　　　〈法第８条〉
　 　事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場

合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮
して、不合理と認められるものではあってはならないとする、広く全てのパート
タイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

　 　改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした考え方も念頭に、パー
トタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。

（３） 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対
象に〈施行規則第３条〉

　 　「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係な
く一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払わ
れているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内
容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります。

２　パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
（１）パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
　　　〈法第14条第１項〉
　 　パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容

を事業主が説明しなければなりません。
　 　パートタイム労働者から説明を求められたときの説明義務（法第14条第２項）

と併せて、パートタイム労働者が理解できるような説明をしていく必要がありま
す。

【正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲】
〈現行〉　　　　　　　　　　　　　　　　　〈改正後〉
（１）職務の内容が正社員と同一　　　　　（１）(２)　に該当すれば、賃金、教育
（２）人材活用の仕組みが正社員と　➡　訓練、福利厚生施設の利用をはじめ全
　　　同一　　　　　　　　　　　　　　　ての待遇について、正社員との差別的
（３）無期労働契約を締結している　　　　取扱いが禁止される

　例えば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者が、職務の内容も人材
活用の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員には支給されている各
種手当の支給対象となっていない場合には、改正後は、正社員と同様に支給対象と
なることが考えられます。
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【雇入れ時の説明内容の例】
・賃金制度はどうなっているか
・どのような教育訓練があるか
・�どの福利厚生施設が利用できるか
・�どのような正社員転換推進措置が
あるか
　など

【説明を求められたときの説明内容の例】
・�どの要素をどう勘案して賃金を決定し
たか

・�どの教育訓練や福利厚生施設がなぜ使
えるか（または、なぜ使えないか）

・�正社員への転換推進措置の決定に当た
り何を考慮したか　など

（２）説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
　　　〈指針第３の３の（２）〉
　 　パートタイム労働者が法第14条第２項に基づく説明を求めたことを理由に、不

利益な取扱いをしてはなりません。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働
者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められます。

（３）パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
　　　〈法第16条〉
　 　事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制を整備しなければなりません。

（４）相談窓口の周知
　　　〈施行規則第２条〉
　 　パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示し

なければならない事項に「相談窓口」※が追加されます。
　※相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など

（５）親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて
　　　〈指針第３の３の（３）〉
　 　パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、

解雇などが行われることは適当ではありません。

【相談に対応するための体制整備の例】
相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する　など

【文書などによる明示事項】
〈労働基準法で義務付けている項目〉　　〈パートタイム労働法で義務付けている項目〉
　・契約期間、仕事の場所・内容など　  ・昇給、賞与、退職手当の有無
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・相談窓口
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３　パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
（１）厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
　　　〈法第18条第２項〉
　 　雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が

勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣は、この事業主
名を公表できることとなります。

（２）虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
　　　〈法第30条〉
　 　事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の

報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。
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労福協ライフサポートセンターをご活用ください

＝労働相談も受けています＝
　大分県労働者福祉協議会では、大分市と別府市にライフサポートセンターを開設し、
労働、福祉、生活、いきがい等、勤労者・市民の社会生活から生ずる様々な相談に応
じています。これらの問題でお悩みや疑問がありましたら、お気軽にご相談下さい。（平
成25年11月現在）

相談時間
月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時

電話での相談もできます
大分地区ライフ
サポートセンター ０９７－５３８－３１５５
別速杵国東地区
ライフサポートセンター ０９７７－２６－３１５５
県ライフサポートセンター
（上記以外のエリア） ０９７－５３８－３２１１

�．困ったときの相談窓口
ひとりで悩まずに

まずは相談してみよう

■労使関係の総合相談窓口

大分県労政・相談情報センター 労働相談専用電話
０１２０-６０１-５４０

（固定電話専用）
０９７-５３２-３０４０

大分労働局 総合労働相談窓口 ０９７-５３６-０１１０

大分県労働委員会 労働相談ダイヤル ０９７-５３６-３６５０

連合大分（労働組合） なんでも労働相談ダイヤル ０１２０-１５４-０５２

■労働条件、職場の安全衛生、労災保険

労働基準監督署

大　　分 ０９７-５３５-１５１２

中　　津 ０９７９-２２-２７２０

日　　田 ０９７３-２２-６１９１

佐　　伯 ０９７２-２２-３４２１

豊後大野 ０９７４-２２-０１５３

目的に応じた相談窓口
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■職業紹介、失業給付、雇用に関する各種助成

ハローワーク

大　　分 ０９７-５３８-８６０９

別　　府 ０９７７-２３-８６０９

中　　津 ０９７９-２４-８６０９

日　　田 ０９７３-２２-８６０９

佐　　伯 ０９７２-２４-８６０９

宇　　佐 ０９７８-３２-８６０９

豊後大野 ０９７４-２２-８６０９

■年金、健康保険
・国民年金、国民健康保険は各市町村の保険年金窓口
・厚生年金保険は日本年金機構の各窓口
・健康保険の加入脱退，保険料納付は日本年金機構の各窓口
・健康保険の給付、任意継続は全国健康保険協会の各窓口

■生活資金に困ったときは

各市町村社会福祉協議会 ・小口資金貸付制度
・その他生活の相談

グリーンコープ 生活再生相談室　０９７-５３５-７７７７

■若者自立・就労支援・キャリアカウンセリング
　●地域若者サポートステーション

おおいた ０９７-５３３-２６２２

県南 ０９７２-２８-６１１７

　●ジョブカフェおおいた
本センター ０９７-５３３-８８７８

別府サテライト ０９７７-２７-５９８８

中津サテライト　 ０９７９-２２-１２０７

日田サテライト ０９７３-２３-６８９８

佐伯サテライト ０９７２-２３-８７３０

■均等待遇、セクハラ、育児・介護休業など
大分労働局 雇用均等室 ０９７-５３２-４０２５

■総合的な法律相談
日本司法支援センター（法テラス） ０５０-３３８３-５５２０
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■多重債務・消費生活
大分財務事務所 多重債務相談　０９７-５３２-７１８８

大分県消費生活・男女共同参画プラザ
「アイネス」

消費生活相談　０９７-５３４-０９９９

女性総合相談　０９７-５３４-８８７４

■大分県消費者被害１１０番

大分県消費者問題ネットワーク

大分地区ライフ
サポートセンター内 ０９７-５３４-０２００

別速杵国東地区ライフ
サポートセンター内 ０９７７-２６-３１５５
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記録のページ

　働く上で、自分の勤務の記録は大切なものです。

契約の内容や勤務日、年次有給休暇などの勤務状況

等を記録し、職場でのトラブルを防ぎましょう。
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労働条件通知書

年 月 日

殿

契約期間
就業の場所

従事すべき業務の内容
始業、終業の時刻、休憩時間等

所定外労働

休　日

休　暇

賃　金

退職に関する事項

その他

事業所名称・所在地
使用者職氏名

期間の定めなし、期間の定めあり（　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日）※１

始業　　　　時　　　　分　～終業　　　　時　　　　分（休憩時間　　　　分）　※２

１  所定時間外労働の有無（有（１週　   時間、１か月　   時間、１年　   時間）、無）
2  休日労働（　有　（１か月　   日、１年　   日）、　無　）

１  年次有給休暇　 ６か月継続勤務した場合→　　　 日
　  継続勤務６か月以内の年次有給休暇［有/無］　　か月経過で　　日
　  時間単位年休［有/無］　代替休暇［有/無］
２  育児休業　取得可能、一定の要件を満たさなければ取得不可能
３  介護休業　取得可能、一定の要件を満たさなければ取得不可能
４  子の看護休暇　　年　　日　　　５  介護休暇　　年　　日
６  その他の休暇　　有給（　　　　　）　無給（　　　　　  ）

１  定年制［  有（　　　歳）  ／ 無  ］
２  継続雇用制度［  有（　　　歳まで）  ／ 無  ］
３  自己都合退職の手続（退職する　　　日以上前に届け出ること）
４  解雇の事由及び手続（                                                                          ）

１  契約の更新の有無［ 自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない ］
２  契約の更新は、次により判断する
　　・契約期間満了時の業務量　　　・勤務成績、態度　　　・能力　　　・会社の経営状況
　　・従事している業務の進捗状況　　　　・その他（　　　　　　　　　                    ）

・社会保険の加入状況（厚生年金　健康保険　その他（　　　　　　　　 　））
・雇用保険の適用［  有 /  無  ］
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
・具体的に適用される就業規則名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

１  基本賃金　 イ 月給（　　　   円）、 ロ 日給（　　　   円）、
　  ハ　時間給（　　　    円）、ニ　その他（　　　　　　　　　　）　（　　　   円）、
２  諸手当の額又は計算方法
　  イ　（          手当         円　／計算方法：　　　　　       　　　　　　）
　  ロ　（          手当         円　／計算方法：　　　　　       　　　　　　）
３  所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　  イ　所定時間外、法定超　月60時間以内（　　　）％、月60時間超（　　　）％、
　  　　所定超（　　　）％、
  　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％、
  　ハ　深夜（　　　）％
４  賃金締切日　毎月（             ）日　　     　５  賃金支払日　毎月（             ）日
６  賃金支払方法（　　　　　              　　　　　）
７  昇給［  有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）／ 無  ］
８  賞与［  有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）／ 無  ］
９  退職金［  有（時期、金額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）／ 無  ］
10  労使協定に基づく賃金支払い時の控除［  有（　　　　　　　　　　　　）／ 無  ］

本通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第
６条に基づく労働条件の明示を兼ねるものであること。

更新の有無
※１
期間の定めありと
した場合に記入
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１・
２・
３・
４・
５・
６・
７・
８・
９・
10・
11・
12・
13・
14・
15・
16・
17・
18・
19・
20・
21・
22・
23・
24・
25・
26・
27・
28・
29・
30・
31・

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

日・曜 勤 務 時 間
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：
： ～ ：

時間外労働 ス ケ ジ ュ ー ル・メ モ

月

● 主な予定 働いた時間

うち時間外労働

年休

時間

時間

 日  
     （累計　　　　日）
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会 社 名

所 在 地

電 話 番 号

就 業 場 所

仕 事 の 内 容

雇 用 期 間

勤 務 時 間

休 日 又 は 勤 務

年 次 有 給 休 暇

そ の 他 の 休 暇

賃 金

諸 手 当

賃 金 締 切 日

昇 給

退 職 金

健 康 保 険

雇 用 保 険

更 新

契 約 内 容 あなたの勤務先の労働条件を確認しましょう。

年　　月

☎　　　　　（　　　　）

期間の定めなし・あり　  年　 月　 日から　  年　 月　 日まで

      時      分   ～      時     分（うち休憩時間   　分）

休日　    毎週　            曜日  　勤務日

               日（      年      月から  １年間）

                  円（時給・日給・月給）

  （               ）手当　　      円、（               ）手当　　      円

有／無

有／無

有／無

有／無

有／無

１．有給（                                                                    ）
２．無給（                                                                    ）

賃金支払日

賞 与

厚生年金保険

そ の 他

有／無

有／無
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賃金・税金・社会保険料の記録

賃 金 所 得 税 住 民 税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料

円 円 円 円 円 円
年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月

年　月
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〈働くときの知識〉

パートタイム労働者と労働法　　労働契約を結ぶとき
労働契約の終了・更新　　年次有給休暇、健康診断　
働く女性に関する法律　　賃金、教育訓練、福利厚生
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